
（単位：円）
前回改定時

カット前 カット後 H4.4.1

前回の特別職報酬等改定
時から平成22年度までの
本庁部長の給与月額の改
定率（△10％）を基本に改
定を行う。

前回の特別職報酬等改定
時から平成22年度までの
一般職員（行政職）の給
与月額の改定率（＋
5.4％）を基本に改定を行
う。

前回の特別職報酬等改定
時から平成22年度までの
本庁部長の年収ベースの
改定率（△17.7％）を基本
に改定。

前回の特別職報酬等改定
時から平成22年度までの
一般職員（47歳主査級職
員モデル）の年収ベース
の改定率（△7.7％）を基
本に改定を行う。

知事 1,305,000 1,528,300 1,464,300 1,642,300 1,450,000 1,015,000 1,595,000

副知事 1,026,000 1,201,600 1,151,300 1,291,200 1,140,000 912,000 1,254,000

知事 6,029,100 7,060,700 6,765,100 7,587,400 6,699,000 4,689,300 10,431,300

副知事 4,740,100 5,551,400 5,319,000 5,965,300 5,266,800 4,476,780 8,201,160

知事 21,689,100 25,400,300 24,337,200 27,294,300 24,099,000 16,869,300 29,571,300

副知事 17,052,100 19,970,600 19,134,100 21,459,000 18,946,800 15,420,780 23,249,160

※案１～４の期末手当の額は、現行の支給率（報酬月額×1.2×3.85)を適用
※前回改定時の給料の額は、給料＋調整手当（給料の10％）
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